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	第１条 （利用の権利）
	１　 当社は本サービスの契約者に対し、本サービスの契約１件に付き主契約に係るID（メインID)を１本発行します。また、本サービスのなかでメインIDのほかにサイトサービスアクセス用のID（サブID等）を発行するものがあります。
	２　 前項により発行されるメインIDおよびサブID等は、1本につき契約者あるいは契約者が本サービスの契約締結時等に登録する者(以下、「利用者」と言います。)1名のみが利用できるものとします。 契約者が指定できる利用者は、本サービス契約締結時等に契約者が当社に通知し、契約者と同一の事業者等の当社が承諾した部署に所属する者とします。 当社は、契約者による利用者の登録がない場合は、契約者を利用者とする１名分のIDのみを発行します。
	３　 前項の事業者等とは、個人、法人企業、会計事務所、監査法人、税理士法人、その他団体組織を総称します。
	４　 契約者がサブID等の複数の利用者にデータベースサービスを利用させる場合の取扱いについては、データベースID利用規程によるものとします。
	５　 本サービス内の会員サービス、データベースサービスについては、それぞれの商品サービス、各IDによってコンテンツの閲覧範囲、機能が異なる場合があります。

	第２条 （お試し利用）
	１　 当社は、一定の者に対し、本サービスの一部を当社が指定する期間（以下、「お試し利用期間」といいます。）に限って無償で利用させることができ、その者も本規約にいう契約者に当たるものとします。お試し利用の詳細条件は、申込時に当社が定め、契約者に通知します。
	２　 お試し利用は、原則として１名様につき１回限りとします。ただし、当社が特別に認めた場合を除きます。
	３　 お試し利用期間内に契約者から有償契約への申し込みがない場合、お試し利用期間満了時に自動的に利用停止となります。お試し利用期間満了後の再申込には、当社の定める条件が適用されることがあります。
	４　 お試し利用中に提供されるサービス内容、データベースのアクセス範囲、その他の機能については、当社の判断により正規契約の内容と異なる場合があります。お試し利用に関する具体的な内容は、申込時に当社が提供する情報に基づきます。
	５　 お試し利用期間中に発生したデータ、設定、カスタマイズ情報等は、お試し利用期間終了時に削除または無効化されることがあります。契約者は、必要に応じて自己の責任でこれらの情報を保存するものとします。
	６　 お試し利用に関しては、該当する契約者に対しても本規約の他の条項が適用されるほか、お試し利用固有の条件が適用される場合があります。お試し利用固有の条件は、申込時に当社から契約者に通知されます。

	第３条 （利用環境の設定）
	第４条 （サービス内容の改廃）
	１　 サービス内容は、適宜見直しを行い、契約者及び利用者の承諾なく中止、変更、新設を行うことができるものとします。
	２　 前項によるサービス内容の変更等の事項についてはホームページ等を利用し告知します。

	第５条 （知的財産権）
	第６条 （ID及びパスワードの管理）
	１　 契約者及び利用者は、ID及びパスワード等について、第三者に対する使用・貸与・譲渡又は開示等を行ってはなりません。ID及びパスワードについて盗難及び第三者による不正使用の事実を知った場合、直ちにその旨を当社へ知らせるものとします。
	２　 前項の報告前に、契約者及び利用者の過失によりパスワード等が第三者に漏洩し損害が生じた場合であっても、契約者及び利用者が被る損害について、当社は一切の責任を負いません。また、ID及びパスワードが第三者に使用された場合、当社は当該IDを付与された契約者及び利用者が使用したものとみなします。
	３　 当社は、契約者および利用者の事前許諾を得ることなく、ID及びパスワードを変更する場合があります。

	第７条 （利用の停止等）
	(１) 当社から提供した情報を許可なく流用又は改ざんする行為があった場合
	(２) 当社サービスの運営を妨害する行為があった場合
	(３) 公序良俗に反する行為があった場合
	(４) 犯罪にあたる行為があった場合
	(５) 契約者が第８条第１項に違反したと当社が合理的に判断した場合
	(６) 登録内容に明らかな虚偽等があった場合
	(７) その他当社が契約者または利用者として不適当と判断した場合

	第８条 （継続及び解約）
	１　 当社と契約者の契約期間は別途記載があるものを除き１年間とします。
	２　 契約者から契約期間満了月までに当社所定の方法による解約の申出がないときは、本規約の条件でさらに本サービスを１ 年継続し、以後も同様とします。
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